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一
色
御
指
重
り
御
念
鑓
の
皆
、
早
速
微
妙
公
に
入
ら
せ
ら
る
や
う
に
と

申
し
来
る
。
依
っ
て
そ
の
偉
御
供
中
館
渡
し
・
大
炊
の
外
に
は
御
鑓

持
一
入
居
残
り
罷
在
る
に
付
き
、
則
ち
御
馬
に
て
早
速
御
出
被
v
遊、

大
炊
一
人
供
奉
仕
、
外
御
供
人
は
治
之
協
出
で
‘

tbT詮
迄
も
事
昌
遁

付
-
由
。
此
の
時
河
北
郡
森
下
の
近
所
に
て
、
此
の
一
村
を
不
v
越
大
炊

へ
御
加
増
辞
下
回
目
御
意
有
り
し
。
然
共
此
の
村
高
僅
か
三
百
石
許
の

所
た
り
と
ぞ
。
ケ
様
に
被
ι
召
仕
-
も
、
畢
党
御
取
立
可
v
被
v
成
御
下
心
た

り
と
申
す
由
怠
り
と
い
へ
り
。
家
譜
等
を
考
ふ
る
に
、
元
祖
宮
内
長

次
の
父
は
、
小
幡
九
兵
衛
と
て
、
越
中
関
松
倉
の
披
主
椎
名
右
衛
門

太
夫
の
甥
紳
前
和
泉
の
子
た
り
。
椎
名
氏
の
家
老
小
幡
九
助
の
養
子

と
成
り
・
小
幡
九
兵
衛
と
稽
す
。
九
兵
衛
の
妻
女
は
、
初
上
木
新
兵

衛
に
嫁
し
、
女
子
を
生
め
り
。
新
兵
衛
死
後
此
の
女
子
を
連
れ
て
九

兵
衛
に
再
嫁
す
。
是
利
常
卿
の
母
堂
蒋
繭
院
殿
た
り
。
此
の
由
縁
を

以

τ
丸
兵
衛
の
二
子
を
利
常
卿
召
闘
だ
さ
る
。
長
男
を
右
京
と
去

ひ
、
釆
地
底
主
・
加
恩
あ
り
て
、
}
高
石
に
至
る
o

二
男
は
宮
内
長
次

也
。
釆
地
一
寓
丸
百
五
十
石
賜
は
り
家
老
職
と
成
り
、
金
滞
披
代
を

勤
め
、
寛
文
閥
年
設
任
し
て
不
入
と
稽
す
。
二
子
あ
り
、
長
男
左
兵

衛
長
好
家
替
を
織
ぐ
。
後
宮
内
長
治
と
改
稿
し
、
元
総
十
年
に
捜
す
。
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中
黒
謹
随
蕃
第

葛
巻
昌
典
自
記
に
一
宮
ふ
。
延
貿
九
年
三
月
廿
六
日
の
保
、
堂
形
中
黒

遺
随
屋
政
年
明
け
有
v
之
慮
、
諸
国
各
藤
田
平
兵
衛
拝
a
領
之
一
頃
日
家
作

有
v
之
と
あ
り
。
綾
宇
る
に
、
廷
。
賓
の
金
棒
闘
を
見
る
に
、
紳
尾
主
殿

の
向
は
葛
巻
十
右
衛
門
・
茨
木
停
右
衛
門
の
居
屋
敷
に

τ、
共
の
後

地
を
明
地
と
す
。
是
中
黒
道
随
の
奮
第
た
り
け
ん
。
付
紙
に
藤
間
平

兵
衛
と
あ
り
。
今
中
簡
明
校
の
地
内
也
。

O
中
泉
道
随
惇
街

道
随
は
正
保
元
年
吾
が
藩
士
と
成
り
、
二
千
石
賜
は
り
‘
子
孫
連
綿

せ
り
。
混
見
摘
寝
に
云
ふ
。
中
黒
道
随
は
質
名
秀
有
、
俗
名
初
め
粥
右

衛
門
.
後
顕
兵
衛
と
い
へ
り
。
共
の
先
石
川
主
殿
頭
陀
仕
へ
た
り
。

大
阪
の
役
に
博
勢
ヶ
淵
の
城
乗
し
、
共
の
武
功
に
て
加
増
知
を
賜
は

り
た
り
。
主
殿
頭
貨
は
大
久
保
相
撲
守
忠
隣
の
資
子
也
。
忠
隣
は
耶
蘇

宗
の
儀
に
付
蛍
屠
仰
付
ら
れ
し
故
、
主
殿
頭
も
供
奉
の
軍
勢
攻
手
の

内
に
て
無
v
之
。
依
っ
て
博
勢
ケ
淵
へ
被
v
向
た
り
と
い
へ
ど
も
、
舶
も

無
v
之
慮
.
中
黒
秀
有
小
船
一
一
般
求
め
出
し
‘
鑓
を
竿
に
し
て
漕
ぎ
参

り
、
傍
軍
大
江
杢
左
衛
門
己
下
九
人
取
乗
り
、
遂
に
披
乗
設
し
、
主

殿
頭
の
手
柄
に
成
り
、
-
高
石
加
増
拝
領
せ
ら
る
。
然
る
蕗
右
城
衆

金
滞
吉
蹴
志
巻
占
ハ

長
治
の
長
男
を
宮
内
立
信
と
云
ふ
。
一
高
六
百
五
十
石
を
相
鎖
す
と

い
へ

E
も
、
貸
永
三
年
飢
心
狂
病
に
依
っ
て
来
地
を
波
牧
せ
ら
れ
、

共
の
子
左
京
僅
十
一
歳
た
る
を
跡
式
と
た
し
、
更
に
二
千
石
賜
は

り
、
家
系
を
立
て
ら
れ
た
り
。
松
雲
公
年
踏
に
-X
ふ
。
貸
永
三
年
十

一
月
十
四
日
小
幡
宮
内
立
信
・
知
行
-
寓
六
百
石
被
a
召
放
-
絡
身
禁

銅
被
a
仰
付
託
一
飢
に
依
っ
て
也
。
宮
内
儀
先
年
狂
病
に
付
、
一
家
中

相
願
候
而
押
込
置
底
、
今
年
七
月
十
九
日
夜
右
園
之
内
よ
り
逃
出
、

只
一
人
犀
川
越
に
俳
細
い
た
し
、
加
藤
十
左
衛
門
手
合
之
足
騒
見
傍

候
慮
、
逃
走
に
付
、
召
捕
相
札
慮
、
小
幡
宮
内
之
官
申
問
。
疑
敷
十

左
衛
門
宅
へ
召
遠
来
り
、
十
左
衛
門
見
候
鹿
宮
内
に
紛
無
v
之
、
共
段

御
揺
に
建
候
鹿
、
宮
内
此
度
之
仕
形
念
度
仕
置
に
も
可
v
被
v
命
底
、
飢

心
之
体
に
極
候
故
.
知
行
被
=
溶
一
牧
二
門
共
へ
御
預
け
、
居
屋
敷
明

日
中
に
指
上
げ
、
下
屋
敷
は
暫
時
共
の
分
に
仕
置
候
様
辞
仰
渡
-
と

あ
り
。
疋
徳
二
年
火
災
定
書
に
‘
小
幡
宮
内
上
4

屋
敷
と
見
封
、
享

保
十
一
年
三
月
金
津
町
奉
行
の
届
書
民
、
小
幡
故
宮
内
明
屋
敷
惣
構

近
所
に
捻
子
有
v
之
由
見
ゆ
れ
ば
.
此
の
頃
ま
で
も
明
地
と
成
り
居
た

り
と
聞
ゆ
。
此
の
後
緒
士
の
邸
地
と
成
り
し
を
、
陵
務
の
後
遺
々
家

屋
を
段
ち
‘
明
治
十
七
年
一
月
直
役
所
等
を
建
築
す
。
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致
し
た
る
九
人
の
者
、
子
細
有
っ
て
石
川
家
を
立
退
き
け
る
慮
、
中

黒
も
共
の
後
立
退
き
た
り
。
依
v
之
主
殿
頭
三
代
の
閑
奉
公
を
歩
様
、

二
十
七
ヶ
年
流
浪
中
、
懇
意
に
て
合
力
せ
ら
れ
、
茶
・
な
ど
も
賜
は
り

《

h
ド
'
H】

た
り
。

E
保
元
年
七
十
五
識
に
て
奉
行
構
菟
ぜ
ら
れ
、
上
野
南
光
坊

の
口
入
に

τ
利
常
卿
被
v
召
出
一
網
紀
卿
へ
附
け
ら
る
。
此
の
時
石
川

主
殿
頭
は
膳
所
の
披
主
に
て
、
此
の
皆
を
辞
問
、
城
中
に
於

τ饗
臆

有
v
之
、
家
純
共
迄
料
理
賜
は
り
け
る
。
さ
て
吾
が
務
へ
二
千
石
に

被
畠
召
出
-
践
、
共
の
後
質
子
太
左
衛
門
、
黒
岡
肥
前
守
網
政
に
奉
仕

せ
し
を
被
昌
呼
出
一
太
左
衛
門
へ
二
千
石
賜
は
り
、
選
随
へ
は
二
十
人

口
月
俸
被
v
下
、
八
十
五
歳
ま
で
東
都
の
御
供
相
勤
め
、
明
暦
三
年
八

十
八
歳
に
て
病
死
す
。
右
博
勢
hγ

淵
城
乗
の
前
、
鎖
地
迫
合
有
v
之

時
‘
大
江
杢
左
衛
門
手
負
ひ
け
る
廃
、
踊
兵
衛
雨
手
に

τ前
に
抱
え

其
の
場
を
退
き
た
り
。
共
の
時
手
負
を
脊
中
に
か
づ
き
候
て
は
‘
栂

に
仕
る
や
う
に
て
本
意
に
無
v
之
と

τ、
前
に
抱
え
退
き
た
れ
ど
‘
踊

兵
衛
織
地
も
中
ら
宇
と
也
。
夫
れ
故
杢
左
衛
門
、
老
後
迄
兄
弟
の
様

に
懇
切
に
い
た
し
、
秘
蔵
の
鞍
を
股
り
候
と

τ、
子
v
今
中
間
保
八
左
衛

門
方
に
有
v
之
。
下
着
十
二
・
三
品
も
有
v
之
様
に
承
り
、
相
等
ね
候
底
、

色
々
有
v
之
候
へ
共
、
十
二
・
三
ま
で
は
無
v
之
.
綿
入
・
袷
・
皐
と
品
々




